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こんなことこんなこと

決めました!決めました!

2015 年
９月定例会

９月９日～　　
　　９月２５日

条
例
の
主
な
も
の

● 

大
崎
町
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す

る
条
例
の
制
定

　

 　

平
成
27
年
10
月
５
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
い
て
、
平
成
28
年
１
月
１
日
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社
会
保

障
、
税
番
号
）
制
度
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
律
に
規

定
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号
の
利
用
や
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
大

崎
町
に
お
い
て
も
可
能
と
す
る
た
め
の
条
例
制
定
。

●
大
崎
町
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正

　

 　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
き
め
細
や

か
な
社
会
保
障
給
付
や
行
政
事
務
手
続
の
簡
素
化
及
び
負
担
軽
減

が
実
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
一
方
、
特
定
個
人
情
報
が
不
正
に
閲

覧
さ
れ
た
り
漏
洩
す
る
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
町
が

保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め

の
条
例
の
一
部
改
正
。

●
大
崎
町
子
育
て
支
援
定
住
促
進
住
宅
条
例
の
制
定

　

 　

６
月
議
会
に
お
い
て
大
崎
町
子
育
て
支
援
定
住
促
進
住
宅
賃
貸

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
が
議
決
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
方
自
治

法
の
規
定
に
基
づ
き
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
の
条
例
制
定
。

●
大
崎
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　

 　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改

正
に
伴
う
条
例
の
一
部
改
正
。

　

改
正
に
よ
る
追
加
事
項

　

通
知
カ
ー
ド
の
再
交
付　
　
　
　
　

１
枚
に
つ
き
５
０
０
円

　

改
正
前

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
及
び
再
交
付　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
枚
に
つ
き
５
０
０
円

　

改
正
後

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
再
交
付　
　
　

１
枚
に
つ
き
８
０
０
円

● 

大
崎
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

 　

国
が
定
め
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
の
改
正
に
伴
う
条
例
の
一
部
改
正
。
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